
1 

 

資料 処理場－２１３－１ 

令和 4年 1月 27日 
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論点管理表_１．  

 

 

＜回答(1-1)＞ 

次回ヒアリング以降回答。 

 

＜回答(1-2)＞ 

アスファルト固化装置等は放射性廃液の受入・処理することを前提として設計及び工事

方法の認可を得て工事を実施したのち使用前検査に合格しており、現在は技術基準に適合

した状態を維持管理している。アスファルト固化装置等の使用停止はこの前提状態から変

更することとなるため、配管の閉止措置については設計及び工事の計画の認可を取得した

後、工事を行うこととする。配管の閉止方法は施錠措置ではなく、閉止フランジ等の設置

を基本とし、「第 427 回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合」の資料２－１

を次ページのように変更（変更点：赤字下線）する。また、資料２－２の該当箇所につい

ても同様に変更する。 

 

  

アスファルト固化装置に関連し、既に設工認を受けている設備（セル排風機等）について、

技術基準の適合の維持義務を考慮し、今後どう維持していくかを説明すること。(1-1) 

 

また、設工認の段階から状態が変わるので、設工認の要否を再度検討すること。(1-2) 
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資料２－１抜粋 

 


